
 

本レポートは、信金中金の海外駐在員等が最新のトピックスについて報告します。今回

のトピックスはフィリピンの税制改革と発電セクターの動向についてです。お取引先との

意見交換時に、本稿をご参考頂けたら幸いです。 
 

 

１．フィリピンの税制改革法第 2弾 CREATE：法人税減税も経済特区の税制優遇を見直し 

2021 年 3 月、フィリピンでは、共和国法第 11534 号「企業復興税優遇法」（CREATE,

以下「本法」という。）が成立し、4 月より施行されました。本法は、ASEAN 諸国で最

も高い同国の法人税率を引き下げ、企業活動の支援と外資企業の誘致を目的としていま

す。他方、本法では経済特区における税制優遇措置が見直されており、法案の審議過程

においては、経済界からの反発もみられました。 

本稿では、本法による主な変更点のほか、同国へ既進出の企業・新規進出を検討して

いる企業への影響について説明いたします。 
 

(1)税制改革の全体像 

ドゥテルテ大統領は、貧困層の削減・所得格差の是正、インフラ投資に向けた財源確

保を目的として、約 20 年ぶりの税制改革に取り組んでいます。この税制改革は４つの

パッケージで構成されており、本法は第 2 弾にあたります（図表１）。第 1 弾は 2018

年１月に施行済み、第 3、4 弾は国会での審議が行われています。なお、ドゥテルテ大

統領は任期満了となる 2022 年６月までに第３、４弾の法案を成立させる意向です。 
 

      【図表１：税制改革の概要】 

 

 

 

 

 

        （出所）各種報道より信金中央金庫作成 
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今月のトピックス： 

1.フィリピンの税制改革法第 2 弾 CREATE 

2.フィリピンの発電セクター 

主な内容

第1弾

（TRAIN）

施行：2018年1月

・個人所得税の減税

　（年間所得が25万ペソ以下の者は免除）

・付加価値税の課税範囲の拡大、物品税の増税

　（石油、たばこ、甘味飲料、自動車などの増税）

第2弾

（CREATE）

施行：2021年4月

・法人税の減税

　（法人税率を30％から20％<27年までに>に引き下げる）

・経済特区（PEZA等）での税制優遇の縮小・撤廃

第3弾
・固定資産税の改正

　（自治体ごとに異なる固定資産の評価方法を統一）

第4弾
・金融商品関連税の改正

　（金融商品に対する税金の種類を削減し、簡素化）
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こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

 続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_02/mn12.pdf

